
電気用品安全法に関する質問について 

              平成１５年１２月２５日 

製品安全課 電力安全課 

項 目 電安法に規定されている自主検査の外部委託について 

 

１ 内容 

 

 当社（Ａ社）は電気用品の設計及び製造を行っていますが、当該電気用品につい

ての電安法第８条に基づく技術基準適合確認、自主検査及び検査記録の作成・保存

は、Ｂ社に依頼することを計画しています。 

 このような場合、Ｂ社が電安法上の製造事業者となりうるでしょうか。また、製

造事業者は当社（Ａ社）であるとすると、このような自主検査の外部委託（アウト

ソーシング）は可能でしょうか。 

なお、契約内容及び検査設備の現状は下記の通りです。 

・ Ａ社は電気用品に係る検査設備を保有していない。 

・ Ａ社は委託契約を締結し、技術基準適合確認及び自主検査等のすべてをＢ

社に依頼している。 

・ Ｂ社はＡ社の敷地内で、Ｂ社保有の検査設備により電気用品の検査を実施

し、検査記録の作成・保存を行う。 

・ Ｂ社が検査設備の保守・点検等を行う。 

 

２ 回答 

  

 電気用品の製造を行っているＡ社が電安法上の製造事業者となります。 

また、御質問のような内容による自主検査の外部委託は可能として取り扱ってい

ます。ただし、当該電気用品の製造、自主検査等についての電安法上の責任は、全

てＡ社が負うこととなります。 

 なお、この場合にあっても、これら法律上の義務の履行の責任はあくまでも届出

製造事業者（Ａ社）にあります。従ってＡ社は、Ｂ社が作成した検査記録を自社に

保存しておき（コンピュータネットワークによる共有も可能です）、国（経済産業

局）又は独立行政法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）等による電安法の立入検

査があった場合には、当該電気用品の検査記録を直ちに呈示・表示できるようにす

るなど、技術基準適合確認の状況を説明できるようにしておくことが必要です。 

 

（理由） 

 電安法第８条における技術基準適合確認及び検査の実施、検査記録の作成・保存

については、原則、届出事業者（製造事業者又は輸入事業者）が行うこととされて

いますが、検査設備を有さない製造事業者及び輸入事業者の実態等を踏まえ、これ

らの外部委託を認めることとして取り扱っています。 

 ただし、これらの法的責任はあくまでも電安法上の製造事業者及び輸入事業者に

ありますので、上記のような対応が必要となります。 
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